


取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制およびその運用状況の概要

　
業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

　
（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は、法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための「東光高岳グルー
プ企業行動憲章」を定める。取締役はこれを率先して実践するとともに、従業員がこれを
遵守するよう監督する。また「企業倫理・コンプライアンス規程」および「企業倫理委員
会」により、コンプライアンスの徹底を図る。

② 取締役会は、監査役出席の下、法令および定款に従い、重要な職務執行について審議・
決定するとともに、取締役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受け
ること等により、取締役の職務執行を監督する。

③ 取締役会の機能を補佐し、効率的かつ適切な意思決定を図るため、常務会および経営会
議を設置する。常務会は原則として月１回、経営会議は原則として月２回、またはそれぞ
れ必要に応じて開催し、経営の重要事項について審議する。

④ 取締役は、法令および定款に適合した適正な経営判断を行うため、常に十分な情報の収
集に努める。

　
（2）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 取締役の職務執行に係る取締役会議事録や稟議書等の保存および管理については、法令
および社内規程に従い文書または電子媒体に記録・保存し、適切に管理する。

② 取締役および監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとする。
　
（3）当社のリスク管理に関する規程その他の体制
① 取締役は、当社およびグループ会社の事業全般に関するリスクを定期的に、または必要
に応じて把握・評価し、重大な損失の発生防止に努める。また「リスク管理規程」によ
り、グループ全体のリスク管理に適切に対応する。

② 経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、社長を委員長とする「リス
ク管理委員会」において、リスクの未然防止に努めるとともに、万一事象が発生した場合
には、経営に及ぼす影響が最小限となるよう迅速かつ的確に対応する。



③ リスク管理体制の有効性については、内部監査部が定期的にまた必要に応じて監査し、
その結果を経営会議に報告する。取締役は、監査結果を踏まえ、必要な改善を図る。

　
（4）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役は、効率的な業務運営のために、経営上の重要事項について取締役会その他経営
会議において適宜審議・決定する。

② 取締役会その他経営会議において審議・決定された経営上の重要事項については、その
進捗状況等について経営会議へ報告し、必要に応じて取締役会へ報告する。

③ 経営と執行の分離および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を採用し、取締役
会において各執行役員の業務分担を決定する。

④ 職制および業務分掌等を定めた「組織規程」により、業務の執行を組織的かつ効率的に
実施する。

　
（5）当社の従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 取締役は、全ての従業員が「東光高岳グループ企業行動憲章」を遵守するよう、その徹
底と定着を図る。

② コンプライアンス違反の早期発見と是正を図るため内部通報に関する社内規程を整備
し、適正に運用する。法令や企業倫理上の問題を匿名で相談できる「企業倫理相談窓口」
を設置し、寄せられた事案については、迅速かつ適切に対応する。

③ 業務の適正を確保するため「内部監査部」を設置する。内部監査部は、定期的にまた必
要に応じて従業員の職務執行状況について監査し、その結果を経営会議に報告する。取締
役は、監査結果を踏まえ必要な改善を図る。

　
（6）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．グループ会社の取締役および従業員等の業務執行に係る事項の当社への報告に関する体

制
グループ会社の経営に関する重要事項は、当社取締役会または常務会において報告・
審議を行うとともに、「グループ会社管理規程」により、グループ会社は業務執行につ
いて定期的に報告する。

ロ．グループ会社のリスク管理に関する規程その他の体制
グループ大の「リスク管理規程」により、グループ会社のリスク管理に適切に対応す
る。また、グループ会社の経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクについては、当
社の「リスク管理委員会」において、リスクの未然防止に努めるとともに、万一事象が
発生した場合には、経営に及ぼす影響が最小限となるよう迅速かつ的確に対応する。



ハ．グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社取締役とグループ会社取締役が意見交換を行うこと等により、グループ会社の経
営状況を把握し、グループにおける経営課題の共有と解決に努める。

ニ．グループ会社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制

① 「東光高岳グループ企業行動憲章」にグループとして目指すべき方向性および目標等
を示し、グループ全体で業務の適正確保およびコンプライアンスへの取り組みを推進す
る。

② グループ会社の取締役および従業員が「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整え
るとともに、当社の内部監査部は、グループ会社の業務が適正に執行されているかどう
かについて、定期的または必要に応じて監査を実施する。

　
（7）監査役がその職務を補助すべき従業員を求めた場合の体制およびその従業員の取締役から

の独立性に関する事項
① 取締役は、監査役の求めに応じて、監査役を補助する必要な従業員を配置する。
② 上記①の監査役を補助する従業員は、監査役の指揮命令に服するものとし、その人事に
関する事項については、事前に監査役の同意を得る。

　
（8）監査役を補助する従業員に対する監査役の指示の実効性に関する事項

　監査役を補助する従業員を配置した場合は、その従業員が取締役からの独立性を維持・
継続できる体制とする。

　
（9）監査役への報告に関する体制
イ．取締役および従業員が監査役に報告するための体制
　取締役および従業員は、「リスク・危機に関わる情報伝達マニュアル」により、会社
に重大な影響を与える問題については、直ちに監査役に報告するとともに、監査役の求
める事項について必要な報告を行う。

ロ．グループ会社の取締役および従業員等が監査役に報告するための体制
　グループ会社の取締役および従業員は、職務執行に関し、重大な法令・定款違反また
は東光高岳グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時は、グループ大の
「リスク・危機に関わる情報伝達マニュアル」により、遅滞なく監査役へ報告する。

　



（10）報告した者が当該報告したことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制
　監査役等へ報告したことを理由に、不利益な取扱いを受けることのないよう、「企業倫
理・コンプライアンス規程」および「企業倫理相談窓口規程」により、通報者への保護・
守秘義務等を確保する。

　
（11）監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役が職務執行上必要とする費用の前払や償還等、費用処理に係る手続きを定める。
　
（12）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　取締役は、監査役が取締役会、その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べ
ることのできる体制を整備する。また、会計監査人および内部監査人が監査役と連携を図
るための環境を整える等、監査役の監査の実効性を確保する。

　
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　

当連結会計年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下の
とおりであります。

　
（1）取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・企業倫理コンプライアンス規程に基づき、企業倫理強化月間を設けること等により、企業
行動憲章の徹底を図るとともに、企業倫理コンプライアンス意識の向上に努めておりま
す。

・取締役会に関する事項については、法令・定款のほか取締役会規則にて定める旨を定款に
より規定しており、当該取締役会規則にて決議事項・報告事項を明確に定めております。
取締役会は、取締役会規則に則り重要な業務執行について審議・決定するとともに、取締
役から職務執行状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行について監督してお
ります。なお、当期については、12回の取締役会を開催し、また、書面によるみなし決
議を１回実施いたしました。

・取締役会における重要な職務執行についての審議・決定を補佐および取締役会決議事項に
満たないもののうち重要な事項の審議を行うため、常務会および経営会議を設置してお
り、当期については、常務会を12回、経営会議を26回開催いたしました。

・取締役に対して、常務会・経営会議議題について、取締役会にて報告するとともに、取締
役と会計監査人との連携の場を設けております。



・企業倫理相談窓口規程に基づき設置した企業倫理相談窓口にて従業員から受け付けた相談
については、通報者が不利な取扱いを受けないことも含め、適切に対応しております。

・内部監査部は内部監査計画や監査結果について経営会議に報告をしております。
　
（2）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る取締役会議事録、稟議書等の重要文書については、取締役会規
則、稟議規程、文書管理規程等に従い作成・保存することで適切に管理しております。

・当該重要文書については、文書管理部門が役員の求めに応じて適宜閲覧に供せる状態を確
保しております。

　
（3）当社のリスク管理に関する規程その他の体制
・経営上重要なリスクに関しては、リスク管理委員会にて審議した内容を経営会議に報告し
ております。認識されたリスクに関しては、それぞれのリスクについて管轄する部門の計
画に反映して管理することで重大な損失の発生防止に努めております。また、万一経営に
重大な影響を及ぼす恐れのある事象が発生した場合は、その影響を最小限とするようリス
ク管理委員会において迅速かつ的確に対応いたします。

　
（4）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会規則、常務会規程、経営会議規程、職務権限規程により、決議・協議すべき事項
を定めており、効率的な業務運営を行っております。

・重要決定事項の進捗報告については、原則として毎月１回開催される取締役会にて、業務
執行状況の報告を行うとともに、取締役会・常務会・経営会議にて、指示・意見のあった
ものについては、実施時期等含めて適切に管理しております。

・経営と執行の分離および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を採用しておりま
す。執行役員および重要な使用人については取締役会にて各々に対する委嘱事務を決議
し、職務権限規程により、その権限を明確化することで迅速に業務を執行しております。

・組織体制が中期経営計画の達成と効率的な業務執行につながるかについて常に検証し、必
要に応じて、体制の見直しを柔軟に行っております。

　
（5）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループ会社管理規程により、グループ会社における重要事項の決定にあたって、事前に
当社と協議すべき事項および報告すべき事項を定めており、当期については、13件の事
前協議事項等を取締役会または常務会で決議・報告しております。また、当社が株式を直
接保有する子会社については、取締役・監査役をそれぞれ１名以上派遣しており、子会社
の業務執行等について監視・監督しております。



・中期経営計画のヒアリング等を通して、グループ会社の経営状況および課題を認識し、適
切に対応しております。

　
（6）監査役の機能発揮に関する体制
・監査役の求めに応じて、監査役会に関する業務等を補助する要員を置いております。
・重大な法令定款違反については、リスク・危機に関わる情報伝達マニュアルにより、遅滞
なく監査役へ報告しております。

・監査役は、取締役および従業員より、その他監査役監査に必要となる情報の提供を適宜受
けております。

・監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。
・監査役は、取締役に対して、監査計画および監査の結果について、取締役会にて報告して
おり、取締役は当該報告を受けて、監査役監査に必要な協力を行っております。

　













 













 

 







  






